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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２４年６月３日 ０９時００分ごろ 

発生場所 広島県呉市倉橋島南方の黒島水道 

 呉市所在の西五番之砠
に し ご ば ん の ば え

灯標から真方位０７６°２.２海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°０４.５′ 東経１３２°２９.０′） 

事故調査の経過  平成２４年６月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 作業船 大楠
おおくす

、５トン未満 

   ２９３－２８２７０福岡、個人所有 

   ８.８０ｍ（Lr）×３.００ｍ×１.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３５３kＷ、平成６年５月１９日（第１回定

期検査） 

Ｂ 作業船 ＦＳ－２、５トン未満 

   ２９２－２５７５５大分、株式会社弘栄 

   １０.００ｍ（Lr）×３.００ｍ×１.３８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２７９kＷ、昭和６０年４月 

Ｃ 台船 ＯＨ１、約１１５トン 

   なし、大潮建工有限会社 

   ２０.００ｍ×９.６０ｍ×１.７０ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

Ｄ 台船 第十弘栄
こうえい

号、約３５トン 

   なし、株式会社弘栄 

   １４.５０ｍ×５.２０ｍ×１.３０ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ５５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５５年８月１５日 

  免許証交付日 平成２０年３月１９日 

         （平成２５年４月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 転覆後、沈没 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

Ｄ なし 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、連結したＣ船及びＤ船を

長さ約６５ｍのえい
．．

航索でえい
．．

航を行い、Ｂ船は、船長Ｂほか１人が

乗り組み、後方からＤ船を押しており、船長Ａ及び船長Ｂが、それぞ

れ手動操舵で操船に当たり、全速力前進の約５～６ノットの速力と

し、霧によって視界が制限された倉橋島南方沖を東進した。 

 船長Ａは、前路に漁網の目印の浮き数個を認め、左右に３回から４

回ほど転舵して避け、左舵を取ったとき、船長Ｂから針路を間違えて

いないかとの連絡を受けたので、直ちに海図を舵輪の上に広げて船位

の確認を始めた。 

 Ａ船は、船首がほぼ北西方～西方に向いた頃、押航するＢ船によっ

て左舷後方へ引かれる状態となり、左舷側に傾斜し、Ａ船の傾斜に気

付いた船長Ａが減速しようとしたとき、平成２４年６月３日０９時０

０分ごろ、倉橋島南方の黒島水道において、左舷側に転覆した。 

 船長Ａは、甲板員Ａを誘導して操舵室の窓から脱出し、船長Ａ及び

甲板員ＡはＢ船に救助された。 

 Ａ船は、船底を上に向けてＣ船に横抱きにされ、Ｂ船に押されて近

くの海岸に向かう途中、沈没した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 北東、風力 ２、視程 約１,０００ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  Ａ船は、本事故後、引き揚げられ、船長Ａが操舵装置を確認したと

ころ、左舵が１５～２０°取られた状態であった。 

 船長Ａは、霧のため、レーダーレンジ及びＧＰＳプロッターの表示

設定を０.５Ｍにしていた。 

 船団は、黒島水道南方の柱島水道を通航する予定であった。 

 船長Ａは、船位を確認する際、船首がほぼ北西方～西方に向くま

で、左舵を取った状態で海図を舵輪の上に広げて見ていた。 

 船長Ａは、今航海の航路は初めてであった。 

 船長Ｂは、台船等のえい
．．

航経験は３か月あるが、河川工事が主であ

るので、海上でのえい
．．

航は２回目であり、船長としての回航は初めて

であった。 

 船長Ｂは、本事故前日、船長Ａと打ち合わせた航路と違い、Ａ船

が、漁師が仕掛けを多数設置している海域に進入したことから、針路

がおかしいと気付いた。 

 船長Ｂは、針路を間違えていないかと船長Ａに連絡した後、Ａ船が

左回頭するのを視認していたが、Ａ船が針路を変更しているものと思

っていた。 
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 船長Ｂは、Ａ船が、Ｂ船の左舷正横後となったが、どうすることも

できず、転覆したＡ船を早く救助しようと思い、台船を連結した状態

で救助に向かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、倉橋島南方の黒島水道において、連結したＣ船及びＤ船の

えい
．．

航を行い、Ｂ船が後方からＤ船を押して東進中、船長Ａが、船位

を確認する際、左舵を取った状態で海図を舵輪の上に広げて見ていた

ことから、Ａ船が、左回頭を続け、押航していたＢ船に左舷後方へ引

かれる状態となり、左舷側に転覆したものと考えられる。 

 船長Ａは、漁網の目印の浮きを避けることに注意が向き、船位を把

握できておらず、また、船位の確認に注意が向き、左舵を取っている

ことを失念していた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、倉橋島南方の黒島水道において、Ａ船が連結したＣ船及

びＤ船のえい
．．

航を行い、Ｂ船が後方からＤ船を押して東進中、船長Ａ

が、船位を確認する際、左舵を取った状態で海図を舵輪の上に広げて

見ていたため、Ａ船が、左回頭を続け、押航していたＢ船に左舷後方

へ引かれる状態となり、左舷側に転覆したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界が悪いときは、操舵員を配置に就け、見張りを適切に行うと

ともに、船位の確認を適切に行うこと。 

 ・舵角や船首方位を確認すること。 

 


